
総社市立幼稚園規則及び総社市立幼稚園入園区域に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  平成３１年３月２２日 

 

                                     総社市教育委員会教育長 山 中 榮 輔 

  

総社市教育委員会規則第２号 

 

   総社市立幼稚園規則及び総社市立幼稚園入園区域に関する規則の一部を改正する規則 

 

 （総社市立幼稚園規則の一部改正） 

第１条 総社市立幼稚園規則（平成１７年総社市教育委員会規則第１０号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る。 

 

改   正   後 改   正   前 

 

別表（第２条関係） 

名 称 園児定員 

総社市立総社幼稚園 225 人 

 略 

   

 

別表（第２条関係） 

名 称 園児定員 

総社市立総社幼稚園 225 人 

総社市立井尻野幼稚園 190 人 

 略 

   

 

（総社市立幼稚園入園区域に関する規則の一部改正） 

第２条 総社市立幼稚園入園区域に関する規則（平成１７年総社市教育委員会規則第１１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正表」という。）に対応する次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正後表」

という。）が存在する場合には，当該改正表を当該改正後表に改め，改正表に対応する改正後表が存在しない場合には，当該改正表を削る。 

 

改   正   後 改   正   前 

 

別表 

幼稚園児入園区域 

 

別表 

幼稚園児入園区域 



改   正   後 改   正   前 

総社幼稚園 

総社二丁目，総社三丁目，総社（伯備線以西を除く。），井手並びに刑

部，福井，小寺及び真壁の一部（※） 

 

 

 

総社南幼稚園 

中央一丁目の一部（※），中央二丁目，中央三丁目，中央四丁目，中央

五丁目，中央六丁目，総社一丁目，駅南二丁目の一部（※），小寺の一部

（※）及び真壁の一部（※） 

 略 

常盤幼稚園 

駅前二丁目，中央一丁目の一部(※)，駅南一丁目，駅南二丁目の一部

（※），溝口の一部（※），真壁の一部(※)，中原及び三輪 

 

 略 

      

総社幼稚園 

総社二丁目，総社三丁目，総社(伯備線以西を除く。)，井手並びに刑

部，福井，小寺及び真壁の一部(※) 

井尻野幼稚園 

門田(吉備線以南を除く。)，井尻野，総社(伯備線以東を除く。)，小

寺の一部(※)及び溝口(県道倉敷総社線以南を除く。) 

総社南幼稚園 

駅前一丁目，中央一丁目の一部(※)，中央二丁目，中央三丁目，中央

四丁目，中央五丁目，中央六丁目，総社一丁目，駅南二丁目の一部(※)，

小寺及び門田(吉備線以北を除く。)並びに真壁の一部(※) 

 略 

常盤幼稚園 

駅前二丁目，中央一丁目の一部(※)，駅南一丁目，駅南二丁目の一部

(※)，溝口(伯備線以東及び県道倉敷総社線以北を除く。)，真壁及の一

部(※)，中原及び三輪 

 略 

    

 

附 則 

 この規則は，平成３１年４月１日から施行する。 


